
 

番 

号 
１ 

項

目 

大阪市は、当会「夢洲カジノの中止を求める大阪府民の会」の提出した「土地使用貸

借契約」の解除を求める請願書について、大阪市長・横山英幸氏の出席の下で団体協

議を行うこと。 

（回答） 

大阪市では、団体との協議等に関して、全市的に統一した組織的な取扱いを行うことと

し、透明性の確保と公平・公正な取扱いを期するとともに、団体と円滑、効果的に意見交

換を行うため「団体との協議等のもち方に関する指針」を定めており、協議等への出席者

については、当該要望等に関する事務を所管とする課長級（課長代理級を含む。）職員が

対応することを基本としています。 

そのため、団体との協議に関しても、本指針に基づいた対応をさせていただきます。 

担当 環境局 総務部 総務課  電話：06－6630－3121  

 

 

様式２－２ 



 

番 

号 
２ 

項

目 
団体協議を待たず、早急に当会会員との直接面談の場を設けること。 

（回答） 

大阪市では、団体との協議等に関して、全市的に統一した組織的な取扱いを行うことと

し、透明性の確保と公平・公正な取扱いを期するとともに、団体と円滑、効果的に意見交

換を行うため「団体との協議等のもち方に関する指針」を定めており、協議等を行う前に、

あらかじめ文書により回答することとしています。 

そのため、団体との協議に関しても、本指針に基づいた対応をさせていただきます。 

担当 環境局 総務部 総務課  電話：06－6630－3121 

 


